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第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、都市部に生活の拠点を置く者を勝浦市（以下「市」

という。）に居住させ、地域資源を活用した地域振興活動、地域活

動、移住・定住促進活動等を通じた地域への定住及び定着を図り、

もって地域の活性化に資することを目的した地域おこし協力隊（以

下「協力隊」という。）を設置することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによるものとする。 

(1) 任用型協力隊員　協力隊の活動を行うにあたり、市長が任用す

る協力隊員をいう。 

(2) 委託型協力隊員　協力隊の活動を行うにあたり、市長と業務委

託契約を締結する協力隊員をいう。 

（協力隊の活動） 

第３条　協力隊は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。 

(1) 朝市の活性化に関すること。 



(2) フィルムコミッションに関すること。 

(3) 移住・定住促進に関すること。 

(4) 観光協会組織強化に関すること。 

(5) 農林水産業への従事等に関すること。 

(6) その他市長が必要と認める活動 

（協力隊員の要件） 

第４条　任用型協力隊員及び委託型協力隊員（以下「隊員」という。）

は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから市長が委嘱するも

のとする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定す

る欠格条項に該当しない者 

(2) 生活の拠点を、３大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９

号）、山村振興法（昭和４０年法律第６４号）、離島振興法（昭

和２８年法律第７２号）、半島振興法（昭和６０年法律第６３号）、

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４４年法律第７９号）及び

沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）に基づき指定さ

れた地域以外の地域をいう。）から生活拠点を市内へ移し、住民

票を異動させることに了承する者（委嘱を受ける前に既に住民票

を異動し、市内に定住・定着している者を除く。） 

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動で

きる者 

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職

務を遂行できる者 

(5) 協力隊業務が終了した後も引き続き市内に定住する意思のある

者 



２　前項の規定により委嘱された者は、速やかに市内へ住民票を異動

させるものとする。 

第２章　任用型協力隊員 

（任用） 

第５条　任用型協力隊員は、応募のあった者の中から、心身ともに健

康で、かつ、第３条に規定する活動に意欲と情熱を持っていると認

められるものを、市長が選考により任用するものとする。 

２　市長は、任用型協力隊員の都合又は任用型協力隊員としてふさわ

しくないと判断した場合は、解任することができるものとする。 

（任用期間） 

第６条　任用型協力隊員の任用期間は、１年以内とする。ただし、初

年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。 

２　市長は、任用型協力隊員の従前の活動実績に基づく能力の実証に

より、公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、そ

の通算期間は３年を超えることができないものとする。 

３　市長は、任用型協力隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響に

より十分な活動を行えなかった隊員（令和元年度から３年度までに

任用されたものに限る。）が、３年を超えて地域協力活動を行うこ

とを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、第２

項の規定に関わらず、令和元年度から２年度までに任用された者に

ついては２年を上限として延長（最長５年）、令和３年度に任用さ

れた者については１年を上限として延長（最長４年）することがで

きるものとする。 

（任用型協力隊員の身分） 

第７条　任用型協力隊員の身分は、勝浦市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例（令和元年勝浦市条例第１３号）第２条第

１号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。 



（報酬等） 

第８条　任用型協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、勝浦

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるとこ

ろによる。 

２　任用型協力隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で負担する

ことができる。 

（勤務時間、休暇等） 

第９条　任用型協力隊員の休暇については、勝浦市会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年勝浦市規則第８号）を

準用する。 

２　任用型協力隊員の勤務時間は、１週間当たり３５時間（１日７時

間週５日）とし、勤務日については、市と任用型協力隊員との協議

により決定するものとする。 

第３章　委託型協力隊員 

（委託） 

第１０条　市長は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解

と熱意を有し、かつ、第３条に規定する活動において、実現の可能

性が高いと判断されるものを選考し、当該活動業務を委託するもの

とする。 

２　前項に規定する業務委託内容の詳細等については、市長と委託型

協力隊員との協議により決定し、業務委託契約書を締結する。 

（委託期間） 

第１１条　委託型協力隊員の委託期間は、１年以内とする。ただし、

初年度は、業務委託契約の締結の日から当該契約の締結の日の属す

る年度の末日までとする。 



２　市長は、委託型協力隊員の従前の活動成果に基づく能力の実証に

より、公募によらない再度の業務委託を行うことができる。ただし、

その通算期間は３年を超えることができないものとする。 

３　市長は、委託型協力隊員で、新型コロナウイルス感染症の影響に

より十分な活動を行えなかった隊員（令和元年度から３年度までに

委託されたものに限る。）が、３年を超えて地域協力活動を行うこ

とを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、第２

項の規定に関わらず、令和元年度から２年度までに任用された者に

ついては２年を上限として延長（最長５年）、令和３年度に任用さ

れた者については１年を上限として延長（最長４年）することがで

きるものとする。 

（委託料） 

第１２条　市長は、委託型協力隊員に対し、第３条に規定する活動の

対価として、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内において支払

うものとする。 

２　市長は、前項に規定する委託料とは別に委託型協力隊員の活動に

必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。 

（委託契約の解除） 

第１３条　市長は委託型協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場

合は、業務委託契約を解除することができる。 

(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪え

ない場合 

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合 

(3) 委託型協力隊員としてふさわしくない非行があった場合 

(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合 

（守秘義務） 



第１４条　委託型協力隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

第４章　雑則 

（身分証明書の携帯等） 

第１５条　隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明書を携帯し、

関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２　身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工し

てはならない。 

３　身分証明書を紛失し、又は損傷したときには、直ちに市長に届け

なければならない。 

４　身分証明書は、隊員を退いたときには、直ちに市長に返還しなけ

ればならない。 

（報告） 

第１６条　隊員は、各月１日（協力隊の隊員として任用された日又は

業務委託契約を締結した日の属する月にあっては、当該任用された

日又は業務委託契約を締結した日をいう。）から月末までの間の活

動について、地域おこし協力隊活動日誌（別記第１号様式）を作成

し、翌月５日までに市長に提出しなければならない。ただし、３月

分の活動日誌の提出については、同月３１日までに行うものとする。 

２　隊員は、１月ごとにその活動状況等を地域おこし協力隊活動状況

報告書（別記第２号様式）により報告するものとする。 

（市の役割） 

第１７条　市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げ

る支援等を行うものとする。 

(1) 隊員の活動に関する総合調整 

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知 

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項 



（補則） 

第１８条　この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項

は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（勝浦市地域おこし協力隊（観光地再生戦略推進事業）設置要綱の

廃止） 

２　勝浦市地域おこし協力隊（観光地再生戦略推進事業）設置要綱（平

成３０年勝浦市告示第６９号）は、廃止する。 

附　則（令和４年３月１６日告示第１５２号） 

この告示は、令和４年３月１６日から施行する。 

附　則（令和５年３月２７日告示第４９号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年７月１０日告示第　　号） 

この告示は、令和６年８月１日から施行する。


